
電子保証書を活用した前払金請求手続きについて 
 
建設管理部が発注する建設工事及び委託業務における前払金保証について、令和４年１０月１日以降に

入札の公告等を行うものから、電子保証証書を活用した前払金請求を可能としました。受注者(又は受託

者)の皆様は、保証会社が発行する「保証契約番号」及び「認証キー」を発注機関に提出することで、前払

金保証証書を郵送又は持参する必要がなくなります。（※従来どおり、紙による提出も可能です。） 
 

【手続きの流れ】 

1. 受注者（受託者）は、保証会社へ前払金保証申込みを行います。 

2. 受注者（受託者）と保証会社は、前払金保証契約を締結します。 

3. 保証会社は、当該保証内容を日本電子認証(株)が管理するプラットフォーム（以下「D-Sure」という。）

に送信します。 

4. 保証会社は、受注者（受託者）へ保証内容及び認証キーをお知らせします。 

     ※「電子証書にかかる「認証キー」のお知らせ」を交付します。 

5. 受注者（受託者）は、前払金請求書に、「電子認証にかかる「認証キー」のお知らせ」 

又は「保証契約番号等報告様式」のどちらかを添付し、発注機関へ提出します。 

6. 発注機関は、D-Sure にアクセスし、前払金保証証書をダウンロードし前払金支払い手続きを行います。 
 

【提出様式】 
 

電子保証証書を活用して前払金を請求する際は、次の様式を使用してください。 

  ⑴ 請求書 

  ⑵ 保証契約番号等報告様式 

⑶ 電子認証にかかる「認証キー」のお知らせ（保証会社が交付します） 
 
※ ⑵及び⑶はどちらか一つを添付してください。 

※ 前払金使途内訳明細書の提出は不要です。 
 
【前払金請求書及び保証証書の提出先について】 
 
  e-mail：satsudoboku.koji1@pref.hokkaido.lg.jp  
 
 ※ メールの件名は、「【受注者名(受託者名)】前払金請求書」としてください。 

  ※ 電子化された前払金保証証書を提出した場合は、前払金保証証書の提出として認められません。 

必ず認証キーをお知らせください。 

 

《完成払等の請求書をメールで送付する場合についても、上記のアドレスまで送付願います。 

   従来どおり、書面の提出も可能です。》 


